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第 5 章 

FTA と ASEAN の産業保護政策 
－空間経済学モデルからの含意－ 

 

磯野 生茂 
 

要約：FTA に代表される制度的な地域統合の動向は、ASEAN の産業に大き

な影響を与える。中国-ASEAN FTA では、自動車等を高度センシティブ品目

とし、関税削減を先延ばしすることで競争の激化を避けている。本章では空

間経済学のモデルを用い、高関税による産業保護政策の有効性、市場規模、

および製品の特性の関係を見る。 
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出 
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はじめに 
 

 東アジアにおける FTAの進展は、ASEANが中心となって進められている。

ASEAN が推し進める FTA は、ASEAN 自体に大きな環境の変化をもたらし

ている。 

ASEAN10 ヵ国が加盟する AFTA（ASEAN Free Trade Area）では、原加

盟国 6 ヵ国（シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、

ブルネイ）において、多くの品目で 0～5%の域内関税が達成されている。 

 ASEAN および日本、中国、韓国の FTA/EPA でも、ASEAN が核となり、

ASEAN+1 の形成が進められている。中国-ASEAN FTA は、農水産物を対象

としたアーリーハーベストが 2004 年 1 月に、工業品の関税削減も 2005 年 7

月から始まっている。韓国-ASEAN FTA は、枠組み協定が 2005 年 12 月に

調印され、2006 年の発効を目指している。日本-ASEAN の EPA も交渉が進

められている。 

制度的な経済統合の進展は、企業活動を通じて実体的な経済統合へと繋が

る。電気・電子産業では、輸出加工区における部品の関税免除などの政策に

より、工程間分業という形ですでにデファクトの経済統合が進んでいる。

AFTA では、ASEAN 内の自動車産業再編が進み、タイへの集積が鮮明にな

ってきている。 

 産業再編は企業戦略の結果である。経済統合は、最適立地を進める企業が

流出してしまう危険性を持つ。そのため、政策として経済統合を遅らせよう

という動きも見られる。 

 ASEAN にとってのもうひとつの大きな環境の変化は、中国のプレゼンス

の拡大である。 

石田（2006）は、ASEAN5 ヵ国と中国の競合について分析し、ASEAN が

1995 年～2000 年にかけて労働集約的な品目で、2000～2002 年には一般機

械や電気機器においても、第三国市場に対する輸出シェアや伸び率を低下さ

せたことを見ている。 



 －77－

ASEAN の外国投資の受入額は、1997 年の経済危機以降低迷し、逆に成長

を続ける中国の受入額に差を付けられている。 

 JBIC による「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」（2005

年度）では、事業戦略における中国と ASEAN のバランスについて、海外現

地法人を 3 社以上有する日本の製造業全業種 555 社にアンケートを行ってい

る。「リスク分散しながらバランス良い対応をする」が 58％で最も多いが、

「中国を重視した対応をする」が 23%、「ASEAN を重視した対応をする」が

5%であり、全体の重心は中国にシフトしている。 

 中国-ASEAN FTA では、ノーマルトラック品目は段階的な関税引き下げに

よって 2010 年までの関税撤廃を目指しているが、自動車産業品目は、各国

が高度センシティブ品目に指定し、中国・ASEAN 本土における直接の競合

を避けている。高度センシティブ品目の指定によって 2015 年まで関税引き

下げは猶予されるが、これは競合が先送りされただけにすぎない。 

 AFTA はグローバル化の中で小国が連帯し、水平分業を進め、スケールメ

リットによってさらなる外資の呼び込みを図る目的があったと指摘されてい

る。猶予の間、中国のような巨大市場、かつ巨大生産拠点に対し、どのよう

な対策を講じるかが ASEAN 各国の課題となっている。 

本章では、空間経済学のモデルと数値シミュレーションを用い、市場規模

と産業保護に関する簡単な 2 地域モデルを示す。 

空間経済学のモデルは、収穫逓増を伴う近代的産業による独占的競争と、

輸送技術の発展、関税の削減、制度の調和など広義の「輸送費」の低下を用

いて、経済活動の集積を記述するものである。企業の流出が防げるか否か、

をモデル化するために、空間経済学のモデルが必要となる。 

独占的競争に従う産業において、両地域の貿易は高関税のため行われてい

ないが、企業の移動はありうる、という状況を記述する。このため、Ottaviano, 

Tabuchi and Thisse (2002)によるいわゆる OTT モデルを用いる。OTT モデ

ルは、Behrens (2004)によって輸送費が十分高いときには財が交易されない

いわゆる自給自足経済となり、輸送費が下がることによって自給自足経済が
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崩れ交易が始まる、という状況が表現できることが明らかになっている。 

ここでは、2 地域モデルにおいて伝統的産業の労働者数に違いを持たせる

ことで、市場規模と財の差別化の度合いの関係について述べる。Behrens 

(2005)でも述べられているとおり、財の差別化の度合いと集積の起こりやす

さについては強い相関がある。財が水平的に強く差別化されている、つまり、

消費者が財の差別化をより好む場合には、市場規模の大きな地域への集積が

起こりやすい。一方、財があまり差別化されていない場合は、逆に分散が起

きやすい。 

Behrens and Murata (2005)では、OTT モデルでは企業が増えることによ

る競争促進効果が働くことがわかっている。Ago et al.では、ひとつのハブ地

域と 2 つの周辺地域からなる、同じサイズの 3 地域モデルを使い、競争促進

効果による特徴的な現象をふたつあげている。ひとつは、財が交易される際

に当該産業の収益と地域住民の効用水準が下がることである。この文脈にお

いては、過度の競争を避けるために一時的に関税等を上昇させることが厚生

の向上につながる。同様の結論は、Brander and Krugman (1983)、Thisse 

and Vives (1988)でも得られている。もうひとつは、財の差別化を好まない

場合には、ハブ地域には集積せず周辺地域に企業が逃げ、結果、周辺の一方

の地域に経済活動の集中が起こりうることである。財があまり差別化されて

いない場合、ハブ地域では価格競争が激しくなり、企業収益が下がってしま

う。このため、企業は価格競争の激しい場所から価格競争の緩やかな場所へ

避難するのである。 

本章では、財の差別化の度合い、産業の流出に加え、高関税によって産業

の流出を避けることができるかどうかについて考察する。もう一方の地域よ

りも関税を高くすれば、自地域からの販売が可能になっても、相手地域から

は自地域に販売が不可能な状況になる。よって、自地域の企業にとっては有

利となる。地域単体の戦略としては、高関税による保護政策は有効である。 

しかし、もともと市場規模が小さい地域の場合、関税を高くする政策の効

果は限定的である。貿易の開始を遅らせることはできるが、市場規模が小さ
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いため企業の集積があまり行われず、競争も緩やかで価格が高くなるため、

当該産業以外の地域住民にとってはメリットが少ないからである。 

 第１節では切り口として、AFTA によって再編が進む一方、中国-ASEAN 

FTA では高度センシティブ品目としての保護も行われている自動車産業に

触れる。第２節では、OTT モデルを用いて分析と、モデルに基づいた数値シ

ミュレーションを行う。第３節では結論として、モデル、シミュレーション

の結果から得られる含意について述べる。 

 

第１節 FTA と経済統合、FTA と産業保護 
 

ASEAN では、FTA など制度的な枠組みによって経済統合の進展が図られ

ている。 

AFTA は、1992 年の第 4 回 ASEAN 首脳会議において実施が合意された。

1993 年 1 月より共通有効特恵関税（CEPT）スキームが開始され、各国は段

階的な関税の引き下げを開始した。CEPT スキームは付加価値の 40%以上が

ASEAN 域内で生産された財に対し、特恵関税を適用するものである。1997

年の経済危機後の 1998 年 12 月の ASEAN 首脳会議で、CEPT スキームの最

終関税率（0～5%）達成は、原加盟国 6 ヵ国で目標の 2003 年から 2002 年に

前倒しすることが決定された。 

2005 年の時点で、適用品目（IL）に占める関税率 5%以下品目の割合は、

インドネシアとシンガポールが 100%、タイが 99.9%、フィリピンが 99.0%、

ブルネイが 98.2%であり、ラオス、ミャンマー、ベトナムも 80%を超えてい

る。2006 年にベトナム、2008 年にラオスとミャンマー、2010 年にカンボジ

アが、IL すべてにおいて関税率 5%以下を達成する計画を立てている。 

その後、原加盟国については 2010 年に全適用品目を 0%に、新加盟国は一

部を除いて 2015 年に全品目を 0%に引き下げるスケジュールである。 

自動車産業では、CEPT に先行して ASEAN 工業協力協定（AICO）スキ

ームが日系企業を中心に利用されてきた。1996年 11月に発効したAICOは、
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個別の企業に対して 5%以下の特恵関税を認可するものである。2006 年 2 月

現在、129 件が AICO の認可を受けている。 

投資の自由化分野では、1998 年に ASEAN 投資地域（AIA）が合意された。

内国民待遇については、2010 年までに加盟国の投資家に、2020 年には全て

の国の投資家に付与する。全ての産業への投資は 2010 年までに加盟国に、

2020 年には全ての国に対して自由化する。域内国の投資家に対する内国民待

遇付与の実現目標年は、その後 2010 年から 2003 年に前倒しされた。 

その他、ASEAN 知的財産権協力、規格・基準の相互認証協定（1998 年

12 月）、ASEAN 関税協定、金融協力などで、ASEAN の域内協力が行われて

いる。2004 年 4 月には全ての加盟国で ASEAN 共通の関税コード（AHTN）

が導入された。 

ASEAN は 2020 年の ASEAN 共同体（AEC）実現を目指している。優先

11 分野（木製品、自動車、ゴム製品、繊維、農産物加工、漁業、エレクトロ

ニクス、IT、ヘルスケア、航空、観光）については、ASEAN 優先統合分野

枠組み協定によって 2010 年までに関税撤廃、制度の調和を含む市場統合を

実現するとしている。さらに、うち 9 分野については、前倒しを行い 2007

年の関税撤廃を目標としている。 

AFTA をはじめとする制度的な経済統合の流れは、企業活動を通じて実体

的な経済統合へと繋がる。 

タイからの CEPT スキームを利用した 2004 年インドネシア向け輸出は前

年比 79％の大幅増加を示し、輸出全体に占める利用比率は 41.5%になってい

る。これは、トヨタ自動車の世界最適生産戦略（IMV）車など、完成車の域

内貿易が始まったことによる。表 1 にあるように、タイからインドネシア、

フィリピン、マレーシアへの乗用車・商用車の輸出額は、2000 年から 2005

年にかけて急激な伸びを見せている。 
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表 1：タイの乗用車、商用車輸出額（100 万ドル） 

インドネシア フィリピン マレーシア 
 

乗用車 商用車 乗用車 商用車 乗用車 商用車 

2000 4.2 6.8 0.7 8.1 0.2 11.5 

2001 10.1 2.3 0.4 8.0 2.9 37.9 

2002 19.5 31.0 0.0 6.3 2.2 26.3 

2003 180.4 40.9 99.1 24.2 19.2 0.3 

2004 371.6 67.9 146.4 32.6 64.3 0.2 

2005 416.2 99.4 243.7 15.7 56.2 21.6 

（出所）World Trade Atlas。乗用車は HS8703、商用車は

HS8704。 

 

近年は、自動車産業のタイへの集積が鮮明になっている。タイの 2004 年

の自動車生産台数は、92 万 8 千台であり、うち 1 トンピックアップは 36 万

9 千台である。 

2001 年と 2004 年の主要メーカー別生産台数によって、タイへのシフトを

見ることができる。トヨタは 79,770 台から 305,000 台へ、いすゞは 66,228

台から 179,373 台へ、ホンダは 42.840 台から 117,000 台へ、3 年で倍以上

まで生産台数を伸ばしている。また、インドネシアも、ダイハツが 20,330

台から 95,000 台、トヨタが 80,083 台から 135,000 台、というように生産台

数を拡大している。 

タイには、ホンダ、いすゞ、トヨタが研究開発センターを設置している。 

タイ国内市場で 4 割のシェアを持つトヨタは、サムロン工場でピックアッ

プトラックを、ゲートウェイ工場で乗用車を製造している。2007 年には第 3

工場を稼働させる。経済危機後の 1998 年には 35,000 台まで生産が落ちてい

たが、2005 年には 40 万台になり、2007 年には 56 万台を生産する計画であ

る。AFTA の活用によって、2003 年にインドネシアとフィリピンのビオスと、

インドネシアのカローラをタイに集約し、2004 年にはインドネシアのカムリ

をタイに集約している。 
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表2：主要メーカー別生産台数（台） 

 
 

 
年 

タイ マレーシ

ア 

インドネ

シア 

フィリピ

ン 

ベトナム 

2001 79,770 N/A 80,083 15,900 N/A トヨタ 

2004 305,000 51,390 135,200 18,500 10,904 

2001 66,228 - 33,143 10,421 N/A いすゞ 

2004 179,373 - 25,000* 7,343 2,941 

2001 42,840 N/A 11,969 9,969 - ホンダ 

2004 117,000 19,036 24,392 6,535 - 

2001 84,415 - 62,254 16,270 N/A 三菱 

2004 109,000 3,944 75,441* 11,166 5,213 

2001 61,104 N/A - - - マツダ 

2004 80,254* 949 - - - 

2001 52,059 - N/A - - GM 

2004 59,000 - 462* - - 

2001 25,112 N/A - 2,814 - 日産 

2004 32,000 26,511 12,000 5,566 - 

2001 4,000 N/A 3,267 - N/A ダイムラー 

2004 4,400 4,669 3,122* - 2,709 

2001 2,500 N/A 2,685 - - BMV 

2004 3,300 1,195 2,003* - - 

2001 1,752 N/A - N/A N/A フォード 

2004 1,385* 3,399 - 12,325 5,518 

2001 - N/A 52,801 - N/A スズキ 

2004 - 949 81,813 - 4,198 

2001 - N/A 20,330 - N/A ダイハツ 

2004 - 6,514 95,000 - 792 

2001 - N/A 2,668 - - 現代 

 2004 - 9,772 7,813* - - 

（出所）嘉山健一「アセアン自動車産業2005 フィードバック・データ」工業調査研究所 2005年

4月 

（注）*2003年数値 

 

タイの IMV ハイラックス ビーゴは、ASEAN からの現地調達率が 96％に

のぼる。90%はタイ国内からの調達で、6%はフィリピン、マレーシア、イン

ドネシアから調達している。IMV に関するサプライヤーは 150 社、うち 130

社はタイ国内で、国内の約 6 割は日系サプライヤーが占める。乗用車の現地

調達率は、80%である。 
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 トヨタは広州にも生産拠点を持つが、現在のところは中国国内向けであり、

ASEAN への輸出は行っていない。中国-ASEAN FTA が施行されても、タイ

から中国への供給予定はないとしている1。 

インドネシアでは、IMV ミニバンのキジャン イノーバをカラワン工場で

生産している。カワラン工場で年間 8 万台を生産し、うち 1 万台をアジアや

中近東などへ輸出する。2005 年末に生産能力を 10 万台規模に増強する計画

である。 

タイへの集積に伴い、国内販売台数も増加している。2004 年のタイ国内販

売台数は 62 万 6 千台である。そのうち日本車が 90.7%を占める。また、商

用車の割合が全体の 2/3 を占める。 

タイの 1 トンピックアップの販売台数は 36 万 9 千台である。2006 年 1 月

現在、乗用車の物品税は 30～50%なのに対し、ピックアップトラックの物品

税はシングルキャブが 3%、ダブルキャブが 12%と低く、また原油高騰を受

けディーゼル燃料が比較的安価になったことも働いて、消費者に乗用車の代

替として受け入れられている。1 トンピックアップは、国内販売と生産台数

が共に多いことがわかる。 

タイでは自動車保有台数も増加している。2000 年の 204 万台から、2003

年には 535 万台まで増加し、インドネシアを抜きマレーシアに迫る水準にな

っている。千人あたりの保有台数も、32.8 台から 83.6 台と増加している。

バンコクでは車齢の若い自動車が多く見られるようになっている。 

タイは政策としても自動車産業の集積を加速させようとしている。タイの

7 つの夢（開発ビジョン）の中には、「ニッチ市場の世界リーダー」が掲げら

れており、食品、観光、ファッション、ソフトウェアとならんで、自動車を

最重点産業とみなし、ピックアップトラックの生産・物流センターを目指す

としている。 

 

                                               
1 2005 円 8 月 26 日 TOYOTA MOTOR THAILAND ヒアリングによる。 
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表3：ASEAN各国の自動車保有台数（台） 

 

国名 年 保有台数 
千人 

あたり 
年 保有台数 

千人 

あたり 

ブルネイ 200

0 

163,100 502.2 200

3 

189,000 540.6 

カンボジア 200

0 

42,266 3.4 200

3 

93,000 7.0 

インドネシア 200

0 

2,900,000 14.1 200

3 

3,550,000 16.5 

ラオス 200

0 

9,000 1.7 200

3 

10,000 1.8 

マレーシア 200

0 

4,212,567 179.3 200

3 

5,590,000 223.2 

ミャンマー 200

0 

177,600 3.5 200

3 

175,400 3.3* 

フィリピン 200

0 

773,835 10.1 200

3 

688,402 8.5 

シンガポール 200

0 

413,545 102.9 200

3 

444,353 106.2 

タイ 200

0 

2,044,565 32.8 200

3 

5,346,676 83.6 

ベトナム 200

0 

142,000 1.8 200

3 

122,307 1.5 

（出所）日本アセアンセンターWebサイト 

（注）*暫定値 

 

2006 年からは、日タイ経済連携を強化するため「タイ自動車産業人材育成

プロジェクト」が始まる。同じ 2006 年には、スワンナプーム国際空港が開

港する予定である。フォードとマツダの合弁であるオートアライアンス・タ

イ（AAT）、GM、BMW が工場を持ち、「東洋のデトロイト」とされるゾー

ン 2 のラヨーン県において、工業団地ではゾーン 3 の恩典を 2009 年末まで

付与している。 

このように、タイでは AFTA とともに、日本の自動車メーカーの存在、豊

富なサプライヤーの存在、研究開発センター、積極的な政策、国内市場の存

在が好循環を生み出し、集積を生んでいる。 
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一方、FTA が実体的な経済統合に寄与しない場合もある。 

電気・電子産業では、関税削減という意味での FTA のメリットは少ない。

輸出品を製造する企業は、原材料・部品の輸入関税を還付あるいは免除され

る制度を従来から利用している。たとえば、ハードディスクの製造企業は、

海外からの部品の調達は無税、製品を輸出する際も、ハードディスクがパソ

コン等にとっての部品となる場合は無税になる。 

 寄与しない例のもうひとつは、FTA で除外品目／センシティブ品目とする

ことで、貿易の自由化が先送りされる場合である。 

CEPT スキームでは、ポリエチレンやポリプロピレンなどでフィリピンの

関税率が 5%を超えている。マレーシアは自動車関連品目において、2003 年

1 月から 2005 年 1 月までの関税引き下げ延期を申し入れ、承認された。2005

年 1 月に完成車に関する域内関税はすべての車種で 20%に、ノックダウン車

では 0%に引き下げられが、国内産業保護のため物品税が 30%～150%引き上

げられた。ベトナムは、関税率の削減対象としない一般的除外品目に、二輪

車と四輪車を加えている。 

2007 年の関税撤廃を目指す優先 9 分野においても、各国は品目数の 15％

以下について関税撤廃前倒し対象から除外できることになっている。各国は

ネガティブリストに自動車関連品目を加えている。ネガティブリスト総数に

占める自動車関連品目の割合は、タイは 27%、フィリピンが 70%、マレーシ

アが 78%、インドネシアが 81%である。 

中国-ASEAN の FTA でも、自動車関連品目は高度センシティブ品目とさ

れている。 

 中国-ASEAN FTA における関税引き下げスケジュールは、大きく分けて

(1)2004 年 1 月から開始されたアーリーハーベスト（農水産品）、(2)原則 2010

年までに関税を撤廃するノーマルトラック、(3)2012 年まで関税引き下げが

猶予されるセンシティブ品目、(4)2015 年まで関税引き下げが猶予される高

度センシティブ品目に分けられる。センシティブ品目は、HS6 桁で 400 品目、

かつ総輸入の 10％以内とされ、また高度センシティブ品目は、センシティブ
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品目数の 40%、もしくは 100 品目のいずれか少ない方とされる。 

 
表 4 中国-ASEAN FTA 自動車産業品目におけるセンシティブ（SL）、高度セ

ンシティブ品目の指定 

 

中国 
インドネ

シア 

マレーシ

ア 

フィリピ

ン 
タイ 品目 

関税番号 
SL HSL SL HSL SL HSL SL HSL SL HSL 

乗用車 

8703 
 ○  ○ 

○ 

*4 

○ 

*5 

○ 

*6 

○ 

*7 
 ○ 

商用車 

8704 

○ 

*1 

○ 

*2 
 ○ 

○ 

*4 

○ 

*5 
○    

ガソリンエ

ンジン 

8407 

○ 

*3 
 ○       ○ 

ディーゼル

エンジン 

8408 

○  ○       ○ 

（出所）ジェトロ資料、原資料は ASEAN-中国 FTA の物品の貿易に関する協定 

（注）*1 ディーゼル式重量 5t 超、ガソリン式全重量 

   *2 ディーゼル式重量 5t 以下 

   *3 排気量 1000cc 以上 

   *4 CKD 

   *5 CBU 

   *6 ガソリン式排気量 1500cc 以下、3000cc 超、ディーゼル式全排気量 

   *7 ガソリン式排気量 1500cc～3000cc 

 

 乗用車は、中国、インドネシア、タイのいずれも高度センシティブ品目

としている。マレーシアは完成車（CBU）が高度センシティブ品目、ノック

ダウン車（CKD）がセンシティブ品目である。フィリピンはガソリン式の排

気量 1500cc～3000cc を高度センシティブ品目に、その他をセンシティブ品

目にしている。商用車も、タイ以外はセンシティブ品目か、高度センシティ

ブ品目に指定している。 
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表 5：タイの中国への乗用車、商用車輸出額（100 万ドル） 

 

中国 
年 

乗用車 商用車 

2000 1.1 0.0 

2001 10.3 0.1 

2002 14.1 0.2 

2003 10.6 0.4 

2004 13.4 0.3 

2005 2.7 0.1 

出所：表 1 と同じ 

 

タイの中国への輸出は、商用車ではほとんど伸びていない。乗用車におい

ても、2005 年に急減するなど、拡大の傾向とは言い難い。これはインドネシ

ア、マレーシア、フィリピンに対しての輸出が急増したのとは違い、乗用車・

商用車に関しては中国との市場統合がいまだ進んでいないことを意味する。

同様に、中国から ASEAN4 ヵ国に対する乗用車・商用車の輸出額は、2005

年に成長の兆しを見せているが、タイからインドネシア、フィリピン、マレ

ーシアへの輸出額と比較すれば少ない。乗用車、商用車に関する中国-ASEAN

の市場統合は、これからと考える方が妥当である。 

 
表６ 中国の乗用車、商用車輸出額（100 万ドル） 

 
インドネシア フィリピン マレーシア タイ 

年 
乗用車 商用車 乗用車 商用車 乗用車 商用車 乗用車 商用車 

2000 0.5 0.5 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

2001 0.0 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

2002 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

2003 0.0 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2 

2004 0.3 0.7 0.3 0.3 0.2 4.2 0.8 0.8 

2005 0.3 13.6 2.5 0.8 3.3 6.9 1.6 2.1 

（出所）表 1 と同じ 

  



 －88－

 中国-ASEAN FTA で自動車関連品目が高度センシティブ品目とされたこ

とで、過度の競争は避けられている。しかしこれは、2015 年まで先送りにし

たことにすぎない。 

 

第２節 モデル 
 

1．モデルの設定 

当節では関税、市場規模と貿易の開始に関する簡単な 2 地域モデルを示す。

関税を扱うが、ASEAN の各国、または ASEAN と中国を想定しているため、

「地域」という呼称で統一する。モデルの基本設定は、OTT モデルに従う。 

はじめに、地域の設定を行う。地域は、地域 1、地域 2 の 2 地域である。

労働力は、両地域に移動不可能な伝統的産業である部門 A と、移動可能な部

門 L を仮定する。 

移動可能な部門 L の労働者は、 ]1,0[1 ∈λ が地域 1 に、 12 1 λλ −= が地域

2 にいるものとする。全労働者は両地域に 1 存在し、そのうち部門 L のシェ

アを µ とする。 

部門 A は、議論の中心となる部門 L を除く全ての産業を想定する。地域 1

には A1η の、地域 2 には A2η の部門 A の労働者がいるものとする（ただし、

1,0,0 2121 =+>> ηηηη ）。はじめに、両地域において均等に部門 A の労働

者が存在する場合（つまり、 2/121 ==ηη のケース）を検討し、その後、部

門 A の労働者の分布が異なる場合を検討する。 

次に、生産の設定を行う。部門 L の生産物は、水平的に差別化され、部門

L の労働のみを生産要素として用いて生産されるとする。部門 L では、収穫

逓増と独占的競争を仮定する。独占的競争に直面する企業は、q 単位の生産

を行うために、以下のように l 単位の部門 L の労働者を要するものとする。 

 cqFl +=  
ここで、F と c はそれぞれ固定費用と限界費用を表す。簡便化のため、c

を 0 と仮定する。各企業は必ず l 単位の労働者を必要とするため、両地域の
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企業数の上限は lLn /= に制限される。各地域の企業数は、 n1λ 、 n)1( 1λ− と

なる。 

部門 A は 1 単位の同質財を生産するために 1 単位の部門 A 労働者を必要

とする。ここでは、多くの空間経済学のモデルに従い、輸送費がかからずに

両地域の貿易が可能であるとする。よって、部門 A 生産物の価格は両地域で

同じになる。そこで、部門 A の生産物をニュメレールとする。 

 続いて、消費の設定を行う。部門 L、部門 A によらず、各労働者は、同時

に消費者でもある。 }2,1{∈r 地域の各消費者の効用関数を 

 
∫ ∫ ∫ +



−

−
−= r r rn n

A

n

r qdiiqdiiqdiiqU
0 0

2

0

2 )(
2

)]([
2

)( γγβα
 (1) 

とする。 rn は r 地域で消費可能なバラエティの数、 )(iq はバラエティ i の消

費量、 Aq はニュメレールの消費量であり、 0>α 、 0>−γβ とする。各消

費者はニュメレールに関して Aq 単位の初期保有を持ち、以下の予算制約式の

元で効用を最大化させる。 

 
∫ +=+rn

AA qwqdiiqip
0

)()(
 

ここで、 )(ip はバラエティ i の価格である。w は労働から得られる賃金であ

り、部門 L においては rw 、部門 A においては 1=Aw となる。 

 1 階条件は 

 
∫ =+−−− rn

A ipqdjjqiq
0

)()()()( γγβα
 

である。ここから線形の需要関数 

 
)(

)(

))((
)( 0 ip

nnnn

djjpn
iq

r

nr

γ
σ

σγ

σσσ
−

+

+
=

∫
 

が得られる。ここで、 )/( γβγσ −≡ n である。需要関数と予算制約式を(1)式

に代入することで、以下の間接需要関数を得る。 
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さらに、企業行動の設定を行う。各企業は市場に対しての影響力が十分小

さく、1 企業の行動の変化が全体に影響を与えないものと仮定する。以降、

表記の簡略化のため、バラエティの種類に関する記述を数式から省くことと

する。 

部門 L の生産物は、自地域に対しては輸送費 0 で、もう一方の地域には 1

単位ごとに t 単位のニュメレールを消費することによって、輸送することが

可能であるとする。この t は輸送費を意味するが、物理的な輸送費のみなら

ず、関税や非関税障壁など貿易にかかる障壁の全てを表す。 

企業は各地域で個別の価格を付けられるものと仮定する。よって、r 地域

の企業の利潤最大化は以下によって表すことができる。 

 
{ }( ) lwpqtp r

s
ssrsrsrsrsrpp rr

−−+−= ∑
=

2

1,
)1(0),(max)(max

21

ηµµλπ
 

ここで、 0=rrt であり、 rsp は r 地域の企業が s 地域でつける価格を、 rsq は

r 地域の企業が s 地域で販売した際の需要量を意味する。賃金は利潤を労働

者で均等に分け与えるような水準に決定されるものとする。企業は、他地域

に販売した際に需要がマイナスになってしまうようならば、販売そのものを

行わない。 

 

2．自給自足経済と貿易の開始 

 高関税などの理由で、輸送費が十分に高い場合、部門 L の貿易は行われな

い。OTT モデルは線形の需要関数を用いているため、輸送費が高い状態では

非負の利潤を挙げる価格では需要がゼロになってしまうからである。この状

態を自給自足経済と呼ぶこととする。ただし、自給自足経済においても部門

A の貿易は行われうる。また、部門 L の労働者の移動、つまり企業の移動も
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起こりうる。 

 企業は各地域において、直面する他企業と価格競争を行う。 2/11 =η のと

き、地域間で貿易が行われるときの価格均衡は 

 

2

2

42
2

42
2)1(

1121

2212

1
22

1
11

tpp

tpp

tp

tp

+=

+=

+
+

=

+
+−

=

σ
αλσ

σ
αλσ

 

であり、自給自足経済のときの代表的な価格均衡は 

 

1121

2212

1
22

1
11

2
2

)1(2

2

pp
pp

p

p

=
=

−+
=

+
=

λσ
α

σλ
α

 

である。 12p と 21p は、輸送費が十分高いとき、上記の価格以上であれば需要

が 0 となり、結果、地域を越えた販売は行われない。 

 以下に、 1λ 、つまり部門 L の労働者の均衡分布について記述する。 

 0)]()()[1()( 1211111 =−−≡∆ λλλλλ VVV  
 調整過程として 

 )( 1λλ V∆=&  
を仮定する。 1λ の均衡分布から、十分小さな攪乱が起きたときに、均衡に戻

ることが安定性の条件となる。 

 部門 A の労働者の割合が両地域で等しい（ 2/11 =η ）とき、自給自足経済

の均衡分布 2/11 =λ は、 µ が十分低く t が十分高いときに安定となる。この

ための条件は 
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 125
4
+

≡<
σ
σµµ s

 (2) 

 4
4
+

≡>
σ
α

tradett
 

の二式である。 

 自給自足経済の均衡分布 2/11 =λ が安定であるとき、輸送費が徐々に低下

していく状況において、 

 tradett =  
まで輸送費が低下すると、貿易が始まる。 

 以降、片方の地域のみが高関税をかけることによって輸送費に非対称性が

生じている状態を想定する。地域 2 が高関税をかけているものとし、簡便化

のため、地域 2 から地域 1 への輸送費をτ 、地域１から地域 2 への輸送費を

τ2 と仮定する。 

 輸送費が十分に高い状態では、どちらの地域の企業にとっても、もう一方

の地域で販売が不可能という意味で、輸送費の差異は企業の行動に影響を与

えない。よって、(2)式が成り立つ条件下で、自給自足経済の均衡分布 2/11 =λ

は安定である。 

tradet=τ まで輸送費が下がると、地域 2 から地域 1 に対して販売が可能に

なる。一方、地域 1 から地域 2 に対しては高い輸送費のため販売が不可能な

ままである。つまり、地域 2 から地域 1 に片方向に輸出が行われる。 

モデルでは、企業がどのような質の製品を生産するかは外生的に与えられ

る。しかし、各企業が水平的に差別化された製品の質を決定し、続いて価格

を決定するような 2 段階のゲームを想定すれば、図 1 のように、自給自足経

済では自地域の他企業との関係のみで製品の質を決定できたものが、地域 2

から地域 1 への輸出が始まる時点で、地域 2 の企業が地域 1 で販売できるよ

うに製品の質を調整する、と見なせる。 
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図 1：輸出の開始に向けた調整 
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地域 1 地域 2 

輸出 向けに製品 の

質を調整 

輸出の開始 

自給自足 

 

（出所）筆者作成 

 

 企業は、各地域で別々の価格を付けることが出来る。地域 2 の企業にとっ

ては、地域 2 は市場で直面する企業数が変化しないので、自給自足経済の価

格をつけることが出来る一方で、さらに地域 1 に対しても販売が可能となる。

地域 2 の企業は輸出によって利益を得る。そして、部門 L の労働者の効用水

準も、賃金が上がることによって確実に上昇する。 

地域 1 の企業は、市場への地域 2 からの参入によって、直面する企業数が

増加する。価格競争に巻き込まれ、結果、売上額を減らすこととなる。部門

L の労働者は、地域 1 と地域 2 の両方の財を消費できることになるメリット

が発生するが、このメリットは企業の売上低下に伴う賃金低下によって打ち

消され、自給自足経済のときよりも一時的に効用水準が下がる。 
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 よって、地域 2 から地域 1 への輸出が始まると、地域 1 の労働者と地域 2

の労働者の効用水準に差が生じ、結果、地域 1 から地域 2 への人口移動が発

生する。安定的な内点均衡が発生するための条件は、 

 
0lim

2
1,210 1

<−
+==+→ ελτε tradet

VV
 

である。書き換えによって 

 48449
166

2

2

++
+

≡<
σσ
σσµµ d

 (3) 

を導く。(3)が成り立つ場合は、輸送費が連続的に下がることによって、徐々

に労働者の移動が行われる。成り立たない場合は、輸出が始まったと同時に、

地域 1 から地域 2 にすべての部門 L の労働者が移動する。 

tradet=τ において 021 =−VV に陰関数定理を用い、(3)を適用することで 

 
0

021

1 >
=−VV

d
d
τ
λ

 
を得る。この式は、徐々に労働者の移動が行われる場合、輸送費が下がると

ともに地域 1 の労働者も減少することを意味する。 

 地域 2 は輸送費が高いことによって部門 L の労働者、企業を引きつけるこ

とに成功している。これは、市場規模が同程度であれば、最終財に高関税を

かける産業保護政策が有効に働くことを意味する。 

 

3．市場規模の差異と高関税による産業保護政策 

 次に、部門 A の労働者の比率が異なる場合について、ふたつのパラメータ

ケースについて数値シミュレーションによって傾向を見る2。 

 まずケース 1 として、 

                                               
2シミュレーションでは、あらかじめ低い µ を数値として採用しているが、均

衡の安定性については考慮していない。 
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 1,1,2,
10
1

==== αγσµ  (4) 

について、市場規模、自給自足経済の部門 L の均衡分布、それぞれの地域の

価格について表 7 にまとめた。 

表 7 ケース 1－消費者が多様性を好む場合 

 

1η  1λ  11p  22p  

0.50 0.500 0.333 0.333 

0.55 0.580 0.317 0.352 

0.60 0.661 0.301 0.373 

0.65 0.746 0.286 0.399 

0.70 0.837 0.272 0.430 

0.75 0.937 0.258 0.471 

0.80 1.055 0.243 0.529 

 

 

σ が少ない、つまり、消費者がより財の多様性を好む場合を想定している。

部門 A の労働者について、0.5 から 0.8 まで外生的に増やすにつれて、均衡

分布における部門 L 労働者の比率は、部門 A 労働者の比率以上に増加してい

く。部門 A の比率が 0.8 のときは、部門 L の計算した比率が 1 を超えている

ため、1 になると思われる。部門 L の労働者にとっては、部門 A の労働者が

いるだけでなく、消費者でもある自分たちが多く居住する地域 1 に集まるメ

リットが大きい。つまり、ホームマーケット効果が強く働いている。 

 価格は、地域 1 の労働者比率が高くなるにつれて、多くの企業が存在する

ため価格が低下し、逆に地域 2 の部門 L の価格が上昇する。 

均衡分布であるため、部門 L の労働者の効用水準は一致している。部門 A

の労働者の効用水準は地域 1 の方が、部門 L の財の価格が低く企業数も多い

ため、高くなる。 

 次にケース 2 として 

 1,1,8,
10
1

==== αγσµ  (5) 
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表 8 ケース 2－価格競争が激しい場合 

 

1η  1λ  11p  22p  

0.50 0.500 0.167 0.167 

0.55 0.537 0.159 0.175 

0.60 0.574 0.152 0.185 

0.65 0.612 0.145 0.196 

0.70 0.652 0.139 0.209 

0.75 0.696 0.132 0.226 

0.80 0.744 0.126 0.247 

 

 

 

について、市場規模、自給自足経済の部門 L の均衡分布、それぞれの地域の

価格について表 8 にまとめた。(4)との違いは、σ が高い、つまり、消費者が

財の多様性を好まず、比較的価格競争が厳しい場合である。部門 A の労働者

が増えるにつれて、部門 L の労働者も増加するが、部門 A の労働者の増加ほ

どではない。ここでは、価格競争が激しいため、地域 1 に集積するメリット

が比較的少ないことを意味する。価格は、ケース 1 と比べ、地域 1、地域 2

の両方で低くなっている。価格差は同様に存在するが、その差はケース 1 よ

りも少ない。 

 以下では、それぞれのケースにおいて、部門 A、部門 L の分布が自給自足

経済の均衡分布と同じと仮定し、地域 1 から地域 2 への輸送費が τ2 、地域 2

から地域 1 への輸送費がτ のときに、貿易が始まる輸送費の水準を表にして

いる。地域 1 は、地域 2 に比べて市場規模が大きいという優位性が、地域 2

は、地域 1 よりも高関税をかけることによって、地域 1 に販売しやすいとい

う優位性が存在する。 
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表 9 貿易の開始時期（左がケース 1, 右がケース 2） 

1η  1,tradeτ  2,tradeτ  1η  1,tradeτ  2,tradeτ  

0.50 0.333 0.667 0.50 0.167 0.333 

0.55 0.352 0.633 0.55 0.175 0.318 

0.60 0.373 0.602 0.60 0.185 0.303 

0.65 0.399 0.573 0.65 0.196 0.290 

0.70 0.430 0.544 0.70 0.209 0.277 

0.75 0.471 0.516 0.75 0.226 0.264 

0.80 0.529 0.487 

 

0.80 0.247 0.251 

 

 

1,tradeτ は地域 1 から地域 2 への販売が可能になる輸送費の水準、 2,tradeτ は地

域 2 から地域 1 への販売が可能になる輸送費の水準である。輸送費は徐々に

低下することを想定しているため、 1η の値ごとに、 1,tradeτ と 2,tradeτ のどちら

か高い方の輸送費の水準で一方向の輸出が開始され、相手の地域に対する販

売が可能になった地域の企業が有利となる。たとえば、 (4)のケース、

60.01 =η のケースでは、輸送費が 0.602 まで下がったときに地域 2 が地域 1

への一方向の輸出が可能になり、(4)のケース、 80.01 =η のケースでは、輸

送費が 0.529 まで下がったときに地域 1 が地域 2 への一方向の輸出が可能と

なる 

 部門 A の分布が均等のときは関税が高い地域 2 が有利になるが、地域 1 の

部門 A の労働者が増えるにつれてその差は小さくなり、(4)では 0.75 と 0.80

の間で、(5)では 0.80 以降に逆転される。 

ここから明らかになることは、関税を高くする産業保護政策は有効である

が、市場規模が小さな地域では効果が限定的となることである。その傾向は、

消費者が多様性を好む財ではより強くなる。消費者が多様性を好む財、つま

り価格競争が緩やかな場合には、輸送費が比較的高い状態で貿易が始まる。

産業の流出を避けるためには、市場規模の小さな地域 2 ではより関税を高く

しなければならない。だが、表 7 で見たように、市場規模の小さな地域 2 の

価格は高くなり、また企業数も少ないため、当該産業以外である部門 A の労

働者は低い効用水準を得ることとなる。部門 A の労働者は、輸入が始まれば



 －98－

地域 1 からも財が販売されるようになるので、効用水準が増加する。この意

味で、関税を高くする政策は当該産業の企業流出を防ぐ意味でしか有効でな

いことになる。 

 

第 3 節 結論 
 

モデルと数値シミュレーションからの含意は以下の通りである。OTT モデ

ルは独占的競争と 2 地域での価格付けにおいて市場の歪みが存在するモデル

であり、高関税による産業保護政策は有効に働く。ただし、市場規模が小さ

い国では、効果が限定的である。高関税を課し続けることは、住民の効用上

昇を抑制する結果となる。 

乗用車など、消費者が製品差別化を好むと考えられるものについては、市

場規模が大きい国に集積しやすいと考えられる。市場規模が小さい国は、関

税を十分高くしないと産業の流出を防げない。また、関税を高くして産業の

流出を防いだとしても、市場規模が小さい国では、価格が極端に高く財の種

類が少なくなるため、当該産業以外の労働者の効用は低くなる。よって、当

該産業の流出を防ぐという意味においてしか関税を高くする政策は容認でき

ない。 

逆に、消費者があまり水平的な差別化を求めず価格競争が激しい財では、

集積が起こりにくい。よって、市場規模が小さい国でも、関税を低くするこ

とが可能である。貿易が始まっても、価格競争が激しいため市場規模の大き

な地域に対する急速な集中も起きにくいことが予測される。このモデルは最

終消費財のみを考え、中間財を扱っていないが、一般的には中間財は最終財

に比べ価格に対して需要が過敏に反応する。ここから、中間財については分

散傾向があり、貿易が始まっても集中が起きにくいことが示唆される。 

今後、ASEAN を軸とした FTA の進展によって、より制度的な経済統合が

進んでいく。中国やインドと比較して相対的に人口の少ない ASEAN では、

特化する財の性質が重要となる。 
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乗用車ではなく、ピックアップトラックの生産拠点を目指すというタイの

政策は、ニッチな産業に特化するという点、および乗用車と物品税に差をつ

けることよってホームマーケット効果を高めている点で、有効であると判断

できる。今後は、どのように ASEAN 全体に対してホームマーケット効果を

確保するかにかかっている。 

一方、産業の高度化に遅れているマレーシアの自動車産業は、状況は厳し

いと考えられる。自動車産業の流出を避けるため輸送費（マレーシアの場合

は物品税）を上げる政策は、前節で述べたように効果が限定的である。競争

力をつけるまでの猶予はほとんどない。 

ASEAN に対する政策への含意は、AFTA を推進し、ASEAN としてのホ

ームマーケット効果を追求することである。ASEAN 経済共同体（AEC）に

向けた動きも期限の前倒しによって加速している。関税を撤廃するだけでな

く、統一市場の整備を進めることが、企業の行動を通じて各国の競争力向上

に繋がる。 
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